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取締役会の実効性に関する評価結果の概要について 

 

当社は、取締役会の機能の向上を図るべく、毎年、取締役会の実効性に関する評価を行う

こととしております。本年度も取締役会の実効性に関する評価を行いましたので、その概要

について下記のとおり、公表いたします。 

記 

１．実施内容 

対 象 者 取締役及び監査役（社外役員を含む） 

実施方法 
対象者に対するアンケート方式 

（無記名方式／多肢選択及び自由記述） 

質問内容 
①取締役会の構成等 ②取締役会の運営・審議等 

③取締役会における情報入手・支援体制 ④その他 

評価方法 各回答内容に基づき、取締役会にて討議の上、分析・評価を実施 

 

２．評価結果の概要 

 ・取締役会の構成、運営、審議内容等は概ね適切であり、業務執行取締役、社外役員及び

監査役がそれぞれの立場から、各自のスキルを活かしつつ、主体的に関与し、自由闊達

で建設的な議論がなされていることなどから、当社の取締役会は、全体として有効かつ

適切に機能しており、その実効性は確保されていると評価いたしました。 

 ・内部監査部門と適切な連携が図られているなど、内部統制やリスク管理体制についての

議論・監督もより深化していると評価いたしました。 

 ・社外役員は、取締役会において、幅広い経験と専門的知見に基づいて、積極的に質疑、

問題提起、提言を行い、経営陣の意思決定を支援するとともに、中長期的な経営計画・

経営戦略等についても活発な議論を行うなど、適切な監督と助言機能を果たしており、

期待される役割を果たしているものと評価いたしました。 

 ・一方、グループ会社の増加と事業領域の拡大に伴い、グループ全体における多様な人材

の確保、人材育成・活用、環境の整備その他の人材戦略・人的資本投資に関わる問題や

グループガバナンス・リスクマネジメント体制の整備・高度化、さらに市場・株主その

他のステークホルダーを意識した経営等について議論を深めていく必要があるとの認

識が共有されました。 

 

３．今後の対応 

 ・当社取締役会は、今回の取締役会実効性評価の結果を踏まえ、引続き取締役会における

議論を深め、情報提供の改善等に取り組み、取締役会の実効性向上を図ってまいります。 

・また、グループ統括会社の取締役会として、各事業の性格、社会的使命、存在意義を踏

まえつつ、果たすべき役割・機能の一層の充実を図り、グループ全体の経営方針及び重

要課題について、継続的な見直しを行ってまいります。 

・当社は、これらの取組みを通じてガバナンス体制をより深化させ、グループ全体の企業

価値の向上を図ってまいります。 

以上 


